
• 
L
、
滋
平
も
亦
同
じ
く
阪
側
を
突
い
た
。
政
均
乃
ち

船
舶
耐
と
し
て
畑
山
に
あ
っ
た

utmに
品
川
っ
た
の
で
、
仲

太
郎
は
そ
の
舶
を
熊
ち
、
的
い
て
顕
を
研
っ
た
。
か

く
て
二
人
は
そ
の
門
的
を
注
し
た
か
ら
、
滞
斑
の
指

仰
を
相
官
て
一
室
に
幽
せ
ら
れ
、
そ
の
桜
中
し
た
斬
好

献
を
提
出
し
た
。
こ
の
上
位
は
今
仰
は
ら
ぬ
が
、
政

均
が
好
似
の
巨
魁
た
る
を
以
て
彼
へ
て
松
山
川
し
た
こ

と
を
述
べ
、
日
っ
そ
の
従
利
引
長
在
・隣
同
日
制
設
・丹

羽
腿
信
・木
村
畑
山
・
際
限
惟
限
・内
隙
被
・
佐
野
鼎
・安

井
出
割
地
・閲

m
m初
等
も
亦
悶
じ
く
凶
賊
た
る
が
放

に
、
協
科
を
以
て
之
に
討
て
ら
れ
ん
こ
と
を
前
う
た

も
の
で
、一

一
日
集
合
の
際
茂
助
そ
の
草
稿
を
苅
し
、

抗
三
郎
の
深
烈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
一
三
木
多
家
国
の
綬
撫

1
抑
太
郎
容
兇
行
の
郁
あ
る

や
、
滞
宮
本
多
民
が

E
般
を
受
け
、
そ
の
回
総
数
行

人
を
有
す
る
が
放
に
、
彼
怒
り
励
陥
を
恐
九
一
、
石
川
・

河
北
二
城
門
を
訓
制
し
て
野
戒
を
訟
に
し
た
。
是
よ

り
先
政
均
の
女
前
で
一
等
上
士
で
あ
っ
た
長
九
郎
左

衛
門
成
辿
は
叫
に
殺
城
し
て
院
た
か
ら
、
隆
平
は
之

に
鼎
世
論
を
加
へ

、

χ
本
多
氏
の
支
族
と
家
老
と
を
召

し
て
滞
知
郡
の
訟
を
川
田
へ
し
め
、
却
に
山
口
外
執
政
前

川
斑
信
・怠
政
断
出品
ヰ
創
を
也
は
し
て
、
嗣
子
資
松

(
後
政
以
)
に
引
僻
を
述
べ
、
文
治
鎖
倒
的
の
命
を
M
m

へ
し
め
た
。
武
松
時
に
年
六
段
。
杭
死
者
の
後
に
し

て
家
告
を
断
絶
し
な
か
っ
た
の
は
、
氏
に
鎚
世
相
の
特

山
川
(
で
あ
っ
た
。

円
四
〉
池
山
到
の
雌
分

l
紳
太
郎

・
議
-牛
犯
行
の
奴
H
W叩

付
彼
等
の
辿
黙
と
し
て
多
れ
町
三
郎
・松
原
乙
七
郎
・

附
野
悌
五
郎
・古
川
町
制
世
間

-m山
茂
を
加
へ
て
刑
獄
授

に
下
し
、
紳
太
郎
白
骨
〈
仲
右
衛
門
を
税
額
軒
以
と
し
、

附
野
外
諮
問
郎
を
東
京一
よ
り
綾
致
し
た
が
、
筑
前
誌

の
一
人

土
屋
茂
助
は
入
且
丸
同
そ
の
家
に
白
川
し

た
。
後
本
刊
の
判
決
は
四
年
二
且
十
四
日
に
京
っ
て

ホ
ン
ダ
マ
サ
フ
ユ

本
多
政
冬

辺
倒
制
長
五
郎
・悶

古
。
本
多
政
長
の
四
子
。
初
め
新
知
三
千
石
を
受
け
、

後
政
長
隠
居
の
際
そ
の
出
発
入
千
石
を
政
各
に
加
階

し
て
一
川
千
石
(
内
三
千
石
胤
(
力
知
U

と
な
り
、
自
氷

二
年
若
年
同
剛
、
何
年
家
老
に
准
み
、
日
千
保
三
年
五
且

十
九
日
平
年
六
十
九
を
以
て
間
目
。
子
孫
山
々
家
を
担

ぐ
。
政
卑
】
宰
は
仲
山
・文
的
又
は
仙
M
拍子
・縦
六
協
と

絞
し
、
政
務
の
俗
蹄
賦
を
罪
し
た
。

ホ
ン
ダ
マ
サ
ミ
チ

本
多
政
温
加
到
滞
の
老
巨

木
多
氏
の
銘
十
代
。
政
和
の
締
子
。
天
保
七
年
七
月

抗
日
出
生
。
初
名
乾
松

・
主
段
。
別
品
化
四
年
十
二
且

八
日
家
総
町
市
仙
石
を
問
問
ぎ
、
ぷ
永
四
年
十
二
且
廿
七

日
従
五
位
下
川
町
別
守
に
叙
任
、
安
政
三
年
十
一

且
三

日
ur年品
川
一
を
以
て
卒
し
た
。
法
統
芸
議
院
、
野
町

山
に
採
る
。

ホ
ン
ダ
マ
サ
ヤ
ス

本
多
政
康

泊
椴
州
在

・
刑

畑
山
・
如
何
。
本
多
伊
総
政
則
の
子
で
、
附
mu
政
恒
の

成
り
、
仲
太
郎
と
滋
平
と
は
新
作
綱
領
に
照
ら
し
、

刑
印
刷
出
日
に
於
い
て
自
裁
を
命
ぜ
ら
れ
、
官
川
町
制
育
は

三
年
間
の
自
宅
然
倒
と
な
。
、
多
到
賢
三
郎

・
岡
山

茂
附
旧
日
悌
五
郎
は
七
十
日
の
開
門
に
雌
せ
ら
れ
た
。

一
山
し
て
附
野
外
泊
四
郎
と
訟
原
乙
五
郎
と
は
無
非
た

。
、
石
mm
走
三
郎
は
亦
夙
く
来
一一尽
に
在
っ
て
、
名
を

校
正
直
と
改
め
、
後
時
間
附
自
白
し
た
が
、
そ
の
非
本

判
に
倒
れ
る
こ
と
な
し
と
せ
ら
れ
、
加
に
脱
滞
の
般

を
以
て
閉
門
九
十
日
に
鎚
せ
ら
れ
た
。

ホ
ン
ダ
マ
ザ
ヒ
ロ
本
多
政
究

泊
堺
正
之
助
・主

水
、
初
山
州
政
反
。
政
長
の
六
男
。
初
め
本
多
氏
の
家

臣
と
な
っ
て
武
百
石
を
受
け
た
が
、
白
永
六
年
十
二

万
政
長
老
後
の
品
開
を
裂
ぎ
、
三
千
石
を
賜
う
て
務
自

と
な
り
、
人
持
組
に
列
し
、
正
徳
元
年
定
火
別
、
苧

保
」I
六
年
苛
批
判中
行
に
任
じ
、
元
文
四
年
十
MA
七
十

四
以
を

U
て
奴
し
た
。

ホ
ン
ダ
マ
サ
ユ
キ
本
多
政
行

加
到
滞
の
老
億

本
多
民
第
六
代
。
貨
は
政
似
の
弟
政
冬
の
子
で
あ
っ

た
。
苧
保
十
一
二
年
十
一
且
十
四
日
出
位
。
幼
名
左
逃
・

茂
作
・主
段
。
究
保
二
年
三
且

H
六
日
放
昌
の
養
子

と
な
り
、
究
延
元
年
八
且
六
日
そ
の
也
知
}
乱
高
石
を

受
け
、二
年
正
且
七
日
従
五
位
下
安
房
守
に
叙
任
し
、

後
に
誠
一
江
守
と
改
め
た
。
究
政
八
年
二
且
官
八
日
家

を
嫡
子
政
成
に
践
。
、
隠
居
知
二
千
一
喝
百
石
(
内
奥

力
知
〉
を
賜
ひ
、
悠
々
野
と
凱
し
、
九
年
十
一
且
サ

=
一
日
享
年
七
十
を
以
て
卒
し
た
。
法
川
町
天
意
院
、
野

岡
山
に
興
る
。

ホ
ン
ダ
マ
サ
ヨ
シ
本
多
政
昌
加
釘
滞
の
老
直

木
多
氏
第
五
代
。
政
敏
の
四
子
で
、
元
職
二
年
四
且

を
以
て
生
ま
れ
、
幼
名
才
一
郎
、
次
い
で
嘉
藤
女
。

苧
保
入
年
入
且
見
政
質
の
死
に
臨
ん
で
嗣
と
な
り
、

十
二
且
六
日
・
越
知
五
斑
石
を
相
約
し
、
九
年
正
且
元

日
従
五
位
下
安
房
守
に
叙
任
せ
ら
れ、

先
延
元
年
三

且
十
八
日
享
年
六
十
を
以
て
奴
し
た
。
法
山
田
市
品
俊

院
、
野
川
山
に
切
る
。

養
子
と
な
っ
た
も
の
。
辿
知
一

国
千
石
を
嗣
ぎ
、
安

永
六
年
御
家
老
に
任
じ
、
箆
政
九
年
間
七
月
限
陪
し

て
附
随
と
椛
し
、
七
百
石
を
受
け
、
イ
二
年
九
且

H

六
日
六
十
九
肢
を
以
て
奴
し
た
。

ホ
ン
ダ
マ
ザ
ヤ
ス

本
多
政
選

泊抑制
a民
訂
郎
・勘

併
問
。
見
政
九
年
間
七
且
家
信
一
町
三
百
石
を
山
町
ぎ
、

事
利
元
年
七
且
父
胸
部
政
肢
の
隠
府
知
七
百
石
を
併

せ
、
平
和
三
年
御
家
老
に
な
っ
た
が
、
才
力
巧
鍛
を

侍
ん
で
政
治
の
筈
を
な
す
を
以
て
、九
年
之
を
除
き
、

文
政
六
年
十
二
月
切
六
日
=
一
千
石
を
減
じ
て
話
法
を

命
ぜ
ら
れ
た
。
後
宥
さ
れ
、
天
保
七
年
八
且
致
仕
し

て
自
省
糾
と
鋭
し
、
本一
一向
の
内
部
~
白
石
を
受
け
、
九

年
四
且
七
十
四
践
を
以
て
夜
。

子
孫
川
庁
間
耐
に
仕
へ

る。

ホ
ン
チ
ョ
ウ
ジ
本
長
寺

金
搾
蛤
援
問
に
在
っ

て
、
長
越
山
と
悦
し
、
日
活
宗
に
印
刷
す
る
。
初
め
年

代
不
休
日
耐
と
い
ふ
も
の
之
を
越
巾
木
船
村
に
m
u
I

し
、
附
削
利
H

討
の
時
守
山
に
膨
れ
，
、
対
い
で
白
山
に

ホ
ン
ダ
マ
チ

本
多
町

金
持
の
町
名

0
4と
滞

の
老
阻
木
多
氏
の
下
口
住
般
の
地
で
、
的
問
に
本
多
の

家
巾
と
呼
ん
だ
が
、
明
治
四
年
間
Nn
戸
締
編
成
の
際

新
た
に
本
多
川
と

m
L、
上

巾

・下
に
別
か
っ
た
。

ホ
ン
ダ
ヤ
イ
チ

本
多
瓶

一

部
付
政
得
。
矢
政

郁
は
出
仙
の
老
白
木
多
政
穂
の
一
ニ
子
で
、
政
均
の
叔
父

で
あ
っ
た
が
、
係
五
百
お
を
澗
い
て
加
に
家
を
成
し

た
の
で
あ
る
。
ぷ
永
三
年
疏
一
政
を
迎
ぎ
、
明
治
元

年
下
っ
て
宗
家
の
医
滋
と
な
り
、
家
老
峨
に
任
ぜ
ら

れ
た
。
人
と
お
り
池
原
、
終
史
に
一
辿
じ
武
技
を
能
く

し
た
。
二
年
入
用
政
均
の
杭
死
す
る
に
及
び
、
問
芯

と
H
h
に
復
仇
を士
山
し
、
四
年
十
一

n
H
一
ニ
日
間
野
悌

一
出
郎
を
倒
し
、
抗
年
十
一
円
月
間

H
白
波
を
命
ぜ
ら
れ

i
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ポ
ン
チ
ョ
ウ
凡
兆

金
仰
の
制
人
。
一
辿
都
盤
以
。

初
悦
加
位
、

一
…
蹴
は
阿
圭
。
そ
の
包
城
氏
・越
野
氏

野
博
氏
・
宮
郎
氏
、
又
付
名
を
長
次
郎
と
い
ひ
、所
目

を
春
花
川
と
都
し
た
と
す
る
の
額
、皆
艇
殺
が
な
い
。

初
め
肢
を
以
て
京
都
に
渇
び
、
制
約
は
也
被
の
門
に

入
っ
て
一
川
角
を
即
時
し
、
去
来
と
A
J
h

に
猿
袋
の
畑
山
市
有
と

な
っ
た
が
、

一
川
崎
出
を
俗
て
投
獄
せ
ら
れ
、
正
徳
同

年
間
廿
大
坂
で
叫
悶
死
し
た
。
凡
兆
の
裂
と
め
は
慨
世
刑
制

紅
よ
い
ひ
、
亦
俳
句
を
能
く
し
た
。
羽
紅
を
去
来
の

妨
と
す
る
税
も
あ
る
。

ホ
ン
チ
ョ
ウ
グ
ン
セ
キ
セ
ン
ジ
ャ
コ
ウ
本
朝
務

籍
撰
者
考

一
断
。
柏
崎
抽
出
文
集
に
延
政
八
年
代
=
れ
入

銀
-
作
と

註
し
て
、
此
の
自
の
序
文
が
縦
せ
て
あ
る

が
、
今
存
す
る
や
否
は
山
明
ら
か
で
な
い
。
若
者
も
不

明
で
あ
る
。
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